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医療費通知とジェネリック医薬品差額通知を送付します

小児科オンラインと産婦人科オンラインサービス

適正利用についてご協力ください

ぱすのーと（相談支援ファイル）を配布しています

健康管理への意識を高めましょう

子育ての悩みや相談をオンラインで相談できます

救急車を本当に必要とする人のために

お子さんの成長記録に

問い合わせ 保健医療課国保室　☎75−8931 記事 ID 0055193

問い合わせ 保健医療課健康支援室　☎75−8934 記事 ID 0059247

問い合わせ 消防本部警防課救急係　☎53−7223 記事 ID 0032502

問い合わせ 福祉課福祉政策室　☎75−8940 記事 ID 0044575

　村上市国民健康保険（以降、村上市国保）の加入者に健康管理への意識を高めてもらうため、次の通知
を行っています。

　小児科や産婦人科に関する相談をオンラインで行えるサービスを行っています。医師などが妊娠中の悩
みや出産のこと、産後の心身の悩み、子どもの健康、子育ての悩みや相談に応じます。

小児科オンライン 産婦人科オンライン
相談員 小児科医師 産婦人科医師・助産師

相談例 ・夜に発熱。病院に行くべき？
・湿疹が気になる　など

・出産を迎えるのが不安。生理不順。
・母乳が足りているか心配　など

相談の種類

いつでも相談
とき：毎日24時間
内容： ウェブサイトから医師や助産師に質問することができ、24時間以内に１問１答形

式にて回答します。

夜間相談
とき：平日午後６時～ 10時
内容： LINE（メッセージチャット、音声通話、ビデオ通話）または電話から相談を受け

付けます。１回当たり10分間の予約制です。

日中助産師相談
とき：月・水・金曜日　午後１時～５時
内容：予約なしで助産師とLINEのメッセージチャットができます。

費用 無料（村上市在住の人）
※ 無料で利用するためには、村上市民専用の合言葉で会員登録する必要があります。合言葉は保健医療課

健康支援室までお問い合わせください

医療費通知
　村上市国保で診療を受けた医療費の総額をお知ら
せするもので、通知が届いたら、受診した医療機関、
診療年月日、金額を確認してください。記載された
診療を受けていない場合は担当までお問い合わせく
ださい。なお、医療費通知は、医療費控除の申告手
続きで医療費の明細として使用することもできま
す。ただし、12月受診分など通知に記載されない
医療費もありますのでご注意ください。
・通知形式：封書
・通知回数：１回（令和６年２月上旬を予定）
・通 知 先： 世帯主へ国保加入者全員分をまとめて

通知
※ プライバシー保護などの理由から、世帯員ごとの

送付を希望する場合はご相談ください

ジェネリック医薬品差額通知
　処方された薬をジェネリック医薬品に切り替えた
場合に、窓口での負担額がどのくらい安くなるかを
お知らせするものです。
　ジェネリック医薬品とは、新薬（先発医薬品）の
特許期限が切れた後に製造・販売される薬のことで
す。効き目や安全性は新薬とほぼ同等ですが、症状
やアレルギーなどの体質によってジェネリック医薬
品に切り替えられない場合がありますので、切り替
えを希望する場合は必ず医師や薬剤師に相談してく
ださい。
・通知形式：はがき
・通知回数： ３回（７月中旬、11月中旬、令和６

年３月中旬を予定）
・通 知 先：受診した本人

　救急車は、けがや急病などで緊急に病院に搬送し
なければならない傷病者のためのものです。緊急性
がないにもかかわらず救急車を要請すると、本当に
必要とする人が出た場合、近くの救急車が不在とな
り、命が救えなくなる恐れがあります。緊急性がな
い場合は、救急車以外の交通機関等を利用し、医療
機関を受診してください。

ぱすのーと（育ちのーと）【赤色】
　母子手帳と共に活用することで、赤ちゃんから大
人になるまでの情報を共有し、総合的に成長を捉え、
子どもの育ちを応援することができます。
　出生時に保健医療課、各支所地域振興課で配布す
る子育て応援ファイルに入っています。

　お子さんの成長や経過などを記録するためのファイル「ぱすのーと（相談支援ファイル）」を希望者に無
料配布しています。
　各ライフステージにおいて、支援者へのスムーズな情報の引き継ぎ・共有が図られることで、一貫した
よりよいサポートが受けやすくなることを目的としています。

　救急車を呼ぶ？病院へ行く？かの判断に迷った
時、新潟県では大人（おおむね15歳以上の人）を
対象とした「救急医療電話相談（＃7119）」および
15歳未満のお子さんの急な病気やけがに関するご
相談「小児救急医療電話相談（#8000）」を午後７
時から翌日午前８時まで開設しています。いずれも
経験豊富な看護師などが医療機関の受診の必要性
や、対処方法などについて助言します。

ぱすのーと（支援のーと）【青色】
　アレルギー、てんかん、発達障がい、その他の疾
患など、支援を必要とするお子さんに配布します。
　これを活用することで、「気をつけなくてはならな
いこと」を毎回説明することなく、正確な情報を示
すことができます。
　希望する人には、福祉課、各支所地域振興課、相
談支援事業所などで配布しています。 はこちらの二次元コードから はこちらの二次元コードから

15歳未満の人はこちら15歳以上の人はこちら


